
介護タクシー事業の経営許可までの流れ 
一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定）経営許可申請 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記の許可を取得した事業者がヘルパーの自家用車を事業に使用したい場合 

・申請については、訪問介護事業所の指定を受けており、かつ、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得している事業者と契約して

いるヘルパーが対象となります。申請書の提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局です。詳しくは、各運輸支局長の定める公示

基準をご参照ください。 
 

【申請に対するお問い合わせは、中部運輸局自動車交通部旅客第二課、もしくは管轄の運輸支局まで。】 
・中部運輸局 自動車交通部旅客第二課 TEL 052-952-8036 ・岐阜運輸支局 TEL 058-279-3714 

・愛知運輸支局 TEL 052-351-5312 ・三重運輸支局 TEL 059-234-8411 

・静岡運輸支局 TEL 054-261-2898 ・福井運輸支局 TEL 0776-34-1602 

許可書の交付を受けて事業を開始されましたら、運輸開始届を運輸支局に

提出してください。 

届出が受理されて、許可申請から事業開始までのすべての手続きが終了し

たことになります。 

審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は
却下の対象になります。 

 参考：一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について 

【平成 14 年 1 月 18 日中運局公示第 248 号】 

 参考：一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金認可申請の審査基準について
 　　　【平成 14年 1 月 18 日中運局公示第 249 号】 
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申請書を提出した運輸支局にて交付します。 

許可後、直ちに事業を開始することは出来ません。 

その他にも運賃・約款の認可申請等の様々な手続きが必要になります。 

これらの手続きは、許可後に管轄の運輸支局にて説明します。 

標準処理期間は２ヶ月と定められていますが、各運輸支局にて申請書が受

理されてから申請書類に不備のない場合となります。補正の必要な場合は

その処理する期間により標準処理期間をこえることがあります。 

※ 申請者が補正処理対応を行う期間は、標準処理期間に含まれません。 

審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は

却下の対象になります。 

参考：福祉輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の申

請に関する審査基準について 

【平成 16 年 3 月 31 日中運局公示第 168 号】 

法令試験と事情聴取に関しては、申請書を受理した日以降、中部運輸局に

て適宜実施します。 

法令試験については、実施日時、場所等を実施予定日の７日前までに申請

者あて通知します。 

参考：一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーを除く。）の申請等に

係る法令試験の実施要領について 

【平成 25 年 10 月 31 日中運局公示第 82 号】 

提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局です。 

申請書は A４版縦、横書き、左とじにして、本通１部控え２部の合計３部

作成してください。 

書類の不備や添付書類の不足が見受けられる場合は補正指示があります。 

申請書の詳しい手引きと様式は、中部運輸局のホームページからダウンロ

ードできます。 

許可申請書の提出 

事業の開始 

法令試験及び事情聴取の実施 

審査基準に基づく審査 

許可処分 

許可書の交付 

運賃・約款の認可申請、処分 


